
  

 

板橋区立向原小学校 

 

危機管理マニュアル 
【震災編のみ抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

本資料は、学校保健法第２９条に基づき、向原小学校で策定している

「危機管理マニュアル」のうち、震災編のみ抜粋したものとなります。

板橋区立学校では、子どもたちが在校時において、震度５弱以上の地震

が発生した際には、原則として保護者に引き渡すことになっています。

本資料の公開にあたっては、学校と地域、保護者の皆様が震災発生時の

対応について共有することで、子どもたちの安心・安全確保につなげて

いくことを目的としています。 
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災 害 予 防 計 画 

 災害の被害を最小限にするための事前準備を整える。さらに、地域の防災拠点として地域との連携を進め

る。 

安全学習 

安全教育 

安全指導 

学校安全 

施設設備、物的環境の安全管理 

          安全管理 

児童の行動についての安全管理 

1 安全教育 

   安全学習 ―――― 災害に適切に対処できる知識や技能の習得をめざし、保健や理科その他の関連

する教科・科目で行われるものであり、児童の発達段階に応じた配慮が必要で

ある。 

   安全指導 ―――― 災害に対して適切に対応できる実践的な態度や能力の育成をめざし、学級活動

等において、計画的・継続的に行われるものである。 

 

2 安全管理 

（1） 日常の施設設備の安全点検及び安全確保 

ア 児童の安全を確認する体制。 

イ 学校にいる児童の安全を確保する体制。 

ウ 学校にいる児童を保護者へ引き渡す体制。 

エ 通学路の危険個所の把握。 

（2） 防災組織と役割分担 

ア 校長が不在でも機能しうる組織づくりに配慮。 

イ 平素からの体制作りと教職員一人一人の役割の確認。 

ウ 授業中・休憩中・登下校中の状況に応じた体制づくり。 

エ 防災訓練の定期的実施。 

オ 教職員の緊急時の出勤方法、経路等の確認。 

（3） 安全対策 

ア 消火栓、消火器の整備及び訓練。 

イ 廊下・階段の整備。 

ウ ロッカー・本棚・靴箱・テレビ・額・時計等の倒壊防止と落下防止。 

エ ガスストーブは災害時には元栓を即座に閉める。 

オ 薬品の倒壊防止。特に発火しやすい薬品・危険薬品の管理。 

カ 携帯ラジオ、ハンドマイク，ロープ，救急医薬品、非常用器材準備・整備。 

（４） 施設設備における予想される危険 
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〔屋 内〕 

         

 

 

 

 

 

※ 

 

 

 

 

 

 

〔屋 外〕 

ア 瓦、窓ガラス、外壁 落下 

イ 塀、掲揚塔、電柱 倒壊，感電 

ウ バス、電車 脱線転覆 

エ 橋梁、歩道橋 破損、落下 

オ 落下物、倒壊物、地割れ 避難路の遮断 

カ 河川 堤防決壊 

キ 都市ガス・水道 噴出、爆発、火災 

 

（５） 危険から身を守るための基本的な行動様式 

緊急地震速報 
「上から落ちてこない」「横から倒れてこない」「動いてこない」

場所に身を寄せる 

落下物・倒壊物から 

身を守る。 

激しい揺れは、数分程度であり、落ち着いて揺れがおさまるま

で待つ。 

周囲の様子を的確に 

把握する。 

激しい揺れがおさまったら慌てず、騒がずその場が危険でない

かを判断する。 

安否確認の場所に集合

する。 

揺れがおさまったあとは、安全を確認しながら指示のあった場

所に集合し、安否確認をする。 

  

 

 地震の避難の合言葉 

「落ちてこない」「倒れてこない」「動いてこない」 

 

ア 天井・照明器具 天井設備器具の剥離落下、照明器具の落下及びガラスの飛散 

イ 側壁 掲示板の落下、壁材の落下・飛散、窓ガラスの飛散 

ウ 床 陥没、崩壊 

エ 階段 崩壊、遮断 

オ 本箱・テレビ台 倒壊、落下 

カ 実験器具 落下、ガラス・熱湯、薬品類の飛散 

キ 調理器具 落下、ガラス・熱湯、油類の飛散 

ク ピアノ・楽器 移動、倒壊 

ケ 書架・本 倒壊、本の落下・飛散 

コ ロッカー 倒壊 
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登下校中  校外活動中 

 

【 地 震 災 害 対 応 フ ロ ー チ ャ ー ト 】 
 
 

事 前 の 危 機 管 理 
○学校体制の整備 防災マニュアル の整備・職 員の分担・地域 防災連絡会 事 

保護者との連携 前 

○避難訓練 「 落ちてこない 」「倒れ てこな い」の徹底 ・ 緊急地震速 報の活用 の 

さまざまな想定 で実施 危 

○施設設備の点検 非構造部材の点 検チェック リストの活用・ 教育委員会 との連携 機 

管 

○職員の研修など 地震のメカニズ ム・防災指 導の内容と方法 理 
 

 
 
 
 

地 震 発 生 
 
 
 
 

校内で活動中 NO 発 
 
 
 

 

YES 
YES 校外・学校管理下 NO 

生
 

時 

の 

危 

回 避 行 動 

上から物が「落ちてこない」横から物が「倒れてこない」場所に避難 
機 

 
 
 
 

校 舎 は 安 全 
NO 

 

 

YES 

管 

学校に 

NO 職員が 理 

いる 

 

校舎内で安全確保 
 

 

YES 

 



5 

 

1  

 
 
 
 

 

津 波 NO 

登 
下 
校 
中 

火 災 YES 

校 
外 
活 
動 
中 

職員召集 発 

生 
 

 
 
 

高 台 又 は 

高 い 建 物 

に避難 

 
 
 

校 内 で 

安 全 確 

保 

 
 
 
校庭や二次 

避難場所等 

に避難 

 
 
 

学校 又は 自 

宅の近い方 

に移動 

時 

子どもの安否・ の 

所在確認 危 

機 

管 
学校に連絡 

近くの避難 理 

所に避難 

 
 

 

学 校 災 害 対 策 本 部 の 設 置 
 

 
 
 

 
子どもは 

校 内 

 
 

YES 

 

 
 

NO 
 
 
 
 
 

YES 

 
 
 
 
 
 
 

引き渡し 

可 能 

 

 
NO 

事 

後 

の 

危 

機 

管 

避 難 所 
理
 

 
 

保護者へ引き渡し 

学校 又は 避 難 場 所 

に待機 

運 営 の 

支援 

教 育 活 動 

 

校庭や三次避

難場所等に避

難 
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◆ 地震発生直後の初動態勢分担 

管理職 □緊急地震速報など、情報の収集 

□二次災害発生の場合の避難指示 

□児童・生徒の安否確認の集約 

職員室在室 □二次災害（火災等）発生の確認 

の職員 □廊下や階段等教室以外にいた児童・生徒の安全確認 

□管理職の対応の補助（外部との対応） 

学級担任 □「落ちてこない」「倒れてこない」場所に回避行動をとらせる 

授業者 □安否確認をして、本部（職員室）に連絡 

□児童・生徒の安全確保 

養護教諭 □救急対応の準備 

□けが人の治療 

□必要に応じて救急車の要請 

事務主事 □報道機関による情報を収集し、管理職の補助をする 

□二次災害発生の場合、文書等持ち出しの管理  

用務主事 □廊下や階段、トイレなど教室以外の場所にいる児童・生徒の確認 

□校舎内の被害状況確認 

 

保護者への引き渡し 

 引き渡しの基準 
 

地域の震度 対 応 

 
 

震度５弱 

児童・生徒は保護者が引き取りに来るまで学校で待機させる。  

この場合、交通機関が不通となった場合など、保護者等が引き 取りに 

以上 時間を要する場合でも、引き取りに来るまでは児童 ・生徒を学校で保護 

しておく。 

 

 

震度４ 

原則として下校させる。ただし、家庭の事情や、交通の混乱により  

保護者が帰宅できなくなった家庭の児童・生徒は学校で待機させる。  

以下 この場合、あらかじめ保護者が学校にそれらの理由の場合には 、待機 

させてほしいことを届け出ておく。 

引き渡しの基準については、保護者に十分に周知しておく。特に、震度４ 以

下の場合、児童・生徒を学校で待機させてほしいかどうかの希望については、  

年度の始めに十分説明をして、引き取りカード等に意思を明記してもらう。 
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本 

 

校内における引き 渡しの手順  
 
 

事前準備 保護者対応 引き渡し 事後対応 
 

 

引き 渡し 場所 は 各教 室又は体 育 館や 

校庭 など 状況 に 応じ て判 断 

駐車 場・駐 輪場 の案 内 引 
き渡 し場 所に 誘 導 

学校 から の連 絡 事項 
も併 せて 

 

 

引 保 引 
き 護 き 

災 渡 者 渡 
害 し を し 

対 場 誘 方 

策 所  導 法 
の 指示  の 
決 説 

部 定 明 

引 教 
き 育 
渡 委 
し 員 
状 会 
況 に 

報告 の 報 
集 告 
約 

 

 
 

引 児 
き 童 
渡 ・ 
し 生 

学 カ 徒 
級 ー を 

担 ド 待 

任 準 機 
備 場 

所 
へ 

カードを持参してい 
なかった場合につい 
ては、保護者と事前 
にルールを決めてお 
き、当日混乱のない 
ようにする  

引 引 連 名 災 残 
き  絡 簿 害 っ 
渡 

き 
先 に 対 た 

し 渡 の チ 策 児 
カ  確 ェ 本 童 
ー 

し 
認 ッ 部 ・ 

ド ク に 生 
の す 報 徒 
照 る 告 の 
合 保 

護 
 
 
 

保護 者が 持参 し た引 き渡 しカ ー ド 

と学 校保 管の 引 き渡 しカ ード の 内 
容を 照合 し、保護 者又は代 理 人 であ 

るこ とを 確認 す る 

帰宅 後の 連絡 先 がカ ード の連 絡 先 

と同 じか どう か 確認 して、自 宅 以外 
の場 所に 引き 取 る場 合は 連絡 先 を 
確認 する 

引き 渡し がい 
つ頃 にな るか 

見通 しを 持つ 
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学校災害対策本部の設置 

 
児童・生徒が在校時の場合は避難が完了してから、学校に児童・生徒や職員が不  

在な時は職員が学校に集合し、児童・生徒の安否確認の作業に入ったころから、学 

校災害対策本部を設置する必要がある。。 
 

 

担当名 担当者 仕事内容 □チェック 

 

本部   

校長・副校長 
□ 

□ 

学校災害対策本部設置の指示 

地域、ＰＴＡの対応 

総括  副校長 

 主幹教諭 

□ 各担当の仕事の指示・確認 

□ 各担当間の連絡・調整 

□ 関係機関との情報連絡 

安否確認  

 生活指導部 

 

 

□ 児童・生徒の安否と所在確認 

□ 連絡名簿の作成 

□  

保護者対応  

 生活指導部 

□ 児童・生徒の引き渡しの指示 

□ 保護者からの連絡・問い合わせの窓口 

□  

避難所支援  

教務部 

給食部 

 

□ 避難所開設・運営の支援 

□ 使用教室等の表示 

□ 立ち入り禁止・使用禁止の表示 

□ 学校と避難所運営関係者との連絡調整 

□  

救護   

保健部 
□ 負傷者の手当て 

□ 避難所となった場合の救護所設置の支援 

□ 保健室等の管理 

□  

施設設備   

教務部 

用務主事 

事務室 

□ 施設設備の点検 

□ 教育活動再開の場合の教室の確保 

□ 施設設備の復旧対応 

□  

教育活動再開  教務部 

 事務室 

□ 教育活動再開計画の作成 

□ 不足教材の手配 

□  
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【地震発生から避難所開設までの教職員の対応フローチャート】  

 

日 常 の 準 備 
板橋区避難所運営マニュアル・学校防災マニュアル・避難場所の表示・学校防災連絡会 

 

 
 
 
 

地 震 発 生 
 

 
 
 

児 童・生 徒 

職員共に不在 

 
職員の 

み在校 

児 童・生 徒 

職員共に在校 

 
 

 
 近隣在住職員  
 
 が学校に行く 

   
   
   

 

 
全職員が学校 

に 集 合 

 

 

児童・生徒の 

安 全 確 保 

   児童・生徒の安否、避難場所等確認   

   
（自宅、親戚、避難所、あいキッズなど） 

 
 

 
 

安否確認 

できた 

 

YES YES 
安全確保 

できた 

 

 

NO NO 
 

 
 
 
 
 

安否確認継続 安全確保継続 
 
 

 

児童・生徒の 

安 全 管 理 

授業再開準備 

 

避難所開設 

支 援 

 
 

避 難 所 開 設 ・ 運 営 

門や校舎等の解錠・避難者受付準備・避難場所の設置・備蓄品の配布準備など 

学

校

防

災

連

絡

会

委

員 

地

域

の

防

災

担

当

員 
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協力者

近隣協力員・区職員・学校

学校・地域・区職員

建設関連事業者・協力者

学校・地域・区職員

学校・地域・区職員

学校・区職員

学校・区職員

地域・区職員・建設関連事
業者・被災者代表者・学校

電気・ガスを止め、家族の安否確認をしてください。避難所へ向かう際は防災服や動き
やすい服装で行きましょう。

避難所への避難開始

延焼火災がひどい場合などは避難場所に避難するなど、無理に避難所に行かないよう
注意してください。

校庭への門扉開放

１ 避難所開設から運営まで

地震発生（震度５以上）

震度５以上の地震が発生した場合は、避難所開設の準備を開始すること。

災害状況確認・家族安否確認

最初に避難する建物は体育館になります。体育館を確認したら順次校舎の確認をしま
しょう。

体育館入口受け入れ準備

備蓄倉庫から避難所関係様式を持ちだし、学校にある長テーブルなどを用いて避難者
名簿を作成し、受け入れ準備をしましょう。

体育館への受け入れ開始

夜間・休日の場合、避難所のすぐ近くに居住している近隣協力員又は区職員（避難所
隊）が最初に避難所につくことが予想されます。避難者が訪れたら、校庭の門を開放し
ます。

校庭避難

建物の安全確認が終わるまでは校庭で待機となります。校庭で町会別に避難者の確
認を行うなど、周囲の安否情報を確認しましょう。

施設安全点検

災害対策本部より避難所の開設について連絡が入ります。

学校・地域・区職員・建設
関連事業者

備蓄倉庫に毛布やブルーシートがありますので、手分けして避難者に配布しましょう。

災害対策本部への連絡

職員室にある無線を用いて防災センターに避難所開設状況について伝えましょう。

災害対策本部から避難所開設についての指示

傷病者・要援護者保護・受水槽バルブ閉め

1

運営に関しては、被災者も協力してもらい、効率的な運営を行ってください。

傷病者や要援護者の保護を行います。また受水槽のバルブを閉めて飲料水を確保す
るなどしてください。

避難所運営協議会

備蓄倉庫の管理方法・避難所のルールなどを検討してください。

運営協議会で定めたルールに基づいて行動

※ この流れはあくまでも参考です。地域の特性等も考慮して確認してください。
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2　平日及び休日夜間の避難方法について

平日

　 平日の学校教職員が在校中は、生徒の安全確保を第一優先し、区避難所隊・近隣協力員・建設関連事
業者・地域の協力者が到着するのを待ちながら、避難所開設の準備をします。

①学校教職員は生徒の身の安全を確保した上で避難所の開設準備を行うこと。
②町会は、一時集合場所に避難し、状況を確認の上、避難所へ向かうこと。
③区職員（避難所隊）は業務を優先し災害対策本部の指示に従って避難所へ向かうこと。
④建設関連事業者も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所に向かうこと。
⑤近隣協力員も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かうこと。

休日・夜間
　 休日・夜間に発災した場合、災害の状況によって、避難所長・副避難所長・教職員の到着が著しく遅れた
り、困難な場合が想定されます。休日・夜間に発災した場合も想定して、避難所開設準備の手順を確認し
ましょう。

①学校教職員は身の安全、家族の安否を確保した上で避難所へ向かうこと。
②町会は、一時集合場所に避難し、状況を確認の上、避難所へ向かうこと。
③避難所隊は身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かうこと。
④建設関連事業者も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かうこと。
⑤近隣協力員も身の安全、家族の安否を確認の上、避難所へ向かい、校庭の門扉を開放すること。

※休日・夜間に発災し、避難所長が不在時の体制についても検討しましょう。
例・・・避難所長が到着するまでの代理を決める。
例・・・避難所運営協議会を開催しその場で代理を決める。

※建物倒壊が著しく避難所施設内への避難が難しい場合は近隣避難所への避難についても検討するこ
と。また延焼火災がひどい場合は広域避難場所へ避難すること。

避難所開設準備時の注意
①すぐに建物に入らず校庭で待機をする。
②建物避難については、建設業者が建物を確認して問題がないようだったら建物避難を開始する。
③最初に避難する建物は体育館（使用できない場合は別の建物を使用すること）
④避難者受入れカード・筆記用具が備蓄倉庫に入っているので、体育館の入口で受付の準備をすること。
⑤状況に応じて毛布やブルーシートを配布すること。

2

○校舎開放の順位   

①体育館 ②ランチルーム  

③地階(あいキッズ室) 三階 (第一学習室) (少人数教室)  

④一階(３年) 二階 (１年・２年)  三階年(４年・５年・６年)  

○立ち入り禁止部分 

 学校管理室（校長室、職員室、主事室、給食室、コンピュータ室、理科室、図工室、音楽室、家

庭科室、特別支援教室、備蓄倉庫、事務室、印刷室、保健室、向原むかし館、図書室） 

○東京都指定広域避難場所（三次避難場所）  コーシャハイム向原一帯 

15 

区防災対策本部 教育委員会等 

危機管理室 

区関係職員    
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小学校防災組織(避難所) 

地域防災本部       避難施設対策本部  

町会長 大野 喜好 

町会員  

区職員   岩立裕太朗          

   宇野 凌二           

   今城 慶也 

 

    ※職員初動態勢、立入禁止区域指定､日誌､名簿の作成                             

・ (有 )大向塗装                         防災無線・インターネット他による情報収集 

・近隣協力員 ・PTA 等役員                             
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時 
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対策部 

 
給食部 
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動 
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料
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策 
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食
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理 
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認 
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保
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把
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資
配
付 

物
資
購
入
・
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庫
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理 
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所
の
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認 

校
内
整
備
計
画 

避
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所
と
の
対
応 

学
校
外
諸
機
関
と
の
連
絡 

学

校 
保健部 用務主事 給食部   

生活 

指導部 
事務 教務部 教務部 

平 
 
 

常 
 
 

時 
 
 

 

医
薬
品
・
救
護
用
具
の
確
認
・
整
備

負
傷
者
・
病
人
の
救
護
方
法
の
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立 

消
火
栓
・
消
火
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の
整
備
・
確
認 

消
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練 
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物
へ
の
対
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資
の
保
管
・
管
理 

水
道
の
元
栓
確
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水
の
確
保
と
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引
き
渡
し
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及
び
準
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・
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者
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避
難
経
路
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法 

重
要
書
類
の
搬
出
方
法
と
保
管
確
認 

教
職
員
の
宿
泊
用
具
の
確
保 

ガ
ス
の
元
栓
・
電
気
ブ
レ
ー
カ
ー
の

確
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・
安
全
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検 

危
険
物
・
薬
品
の
調
査 

地
震
に
対
す
る
計
画
・
立
案 

情
報
の
収
集 

ボ
ラ
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組
織 

        

初
動
体
制
時 

医
療
活
動 

消
火
活
動 

食
料
配
付 

飲
料
水
確
保 

児
童
保
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情
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救
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箇
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認 
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避
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所
開
設 

 

町

会

等 

              

校長・副校長 

（不在の場合主幹教諭） 

避難所運営協議会 

 会長 三原  進 

  （向原町会副会長） 

副会長   校長 
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避難所開設及び運営の支援 

 災害発生時の教職員の第一義的役割 

災害時における教職員の第一義的役割は、児童・生徒の安全確保である  

教育活動時間帯に災害が発生した場合は、災害発生時のマニュアルにし

たがって児童・生徒の安全確保の対応をとり、安全な場所に待機させるこ

とである。 

さらに、二次災害への対応や、保護者への引き取りについての対策を立

てることが必要になる。 

児童・生徒の下校後や休日などに災害が発生した場合は、職員は学校

に集合し、児童・生徒の所在と安否を確認し、学校再開時のための連絡

手段の確認をしなければならない。 

◆ 災 害 発 生 時 の 教 職 員 の 主 な 役 割  

１.子供の安全管理と安否確認 

在校時・・・安全の確保、管理 

在宅時・・・子供の所在、安否の確認、連絡手段の確保   

２．教育活動の再開への準備 

施設の被害、避難所の使用、子どもの状況等により、教育活動の準

備 計画を立てる 

３．施設・設備の点検 

授業再開や避難所として使用するための点検 
 

学校再開の準備 

児童・生徒の状況確認 

大きな災害になると、児童・生徒が自宅にとどまらず、親戚の家や避

難所に避難している場合がある。電話・メール・災害伝言ダイヤル・ホ

ームページなど、あらゆる手段を利用して安否状況を確認する。連絡で

きない場合は、避難所を回るなどして、児童・生徒全員との連絡方法を

確保する。 

○ 確認内容 

・児童・生徒の安否 … 無事かどうか。負傷等している場合はその程度  

・所在場所 … 自宅、知人宅、避難所、その他 

・連絡方法 … 学校再開の連絡等、必要な場合の連絡方法・電話番号等  

・学用品の被害状況 … 教科書、副教材、文具等の被害状況  

○ 確認方法 

・電話、メール等による連絡 

・直接自宅又は、避難所を訪問する 
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【確認方法の工夫】 

学校からの連絡では、相当な時間や日数を費やすことが予想される

ため、 日頃から自宅以外に避難等をする場合は、学校に連絡をして

もらうよう な システムを構築していることが極めて重要である。  

 
 
 

【全国避難者情報システム】 

東日本大震災では多くの住民が全国各地に避難し、元の居住地の

自治体では、避難した住民の避難先所在地の情報把握が課題となっ

た。そこで、 総務省は「全国避難者情報システム」を構築して、避

難先の市町村へ避難情報を任意に情報提供してもらい、その情報を

元の市町村へ提供し、活用するシステムを構築した。このことを、

学校やＰＴＡ、地域住民に周知しておく。 

 
 
 

 関係機関 

 
【板橋区】 

板橋区教育委員会事務局庶務課総務係 03-3579-2603 

板橋区教育委員会事務局学務課学事係 03-3579-2611 

板橋区教育委員会事務局生涯学習課生涯学習推進係 03-3579-2633 

板橋区教育委員会事務局指導室教職員係 03-3579-2641 

板橋区教育委員会事務局指導室指導主事 03-3579-2643 

板橋区教育委員会事務局新しい学校づくり担当課長  

新しい学校担当係長（学校施設グループ） 03-3579-2608 

板橋区教育委員会事務局学校地域連携担当課長  

放課後対策担当係長 03-3579-2637 

板橋区危機管理室防災危機管理課 

防災危機管理担当係長（危機管理グループ） 03-3579-2154 

防災危機管理担当係長（防犯促進グループ） 03-3579-2153 

防災危機管理担当係長（計画推進グループ） 03-3579-2159 

板橋区危機管理室地域防災支援課 

地域防災支援担当係長（地域防災グループ） 03-3579-2151

地域防災支援担当係長（地域支援グループ） 03-3579-2152 
 

 

【警察署】 (板橋) 3964-0110 (志村) 3966-0110 (高島平) 3979-0110 
 

 

【消防署】 (板橋) 3964-0119 (志村) 5398-0119 

 

 

 


